
第４章 医療提供体制の構築 ～第２節 ５疾病・６事業及び在宅医療に係る医療提供体制の構築～ 
 

 

(2) 医療提供体制の充実 
 

 

① 
地域連携クリティカルパス（糖尿病連携手帳等）の更なる活用促進による 

かかりつけ医と糖尿病専門医・歯科医等の各専門医との連携強化 

② 
治療初期からの歯科受診の勧奨推進による 

かかりつけ歯科医と連携した口腔ケアの促進 

③ 
糖尿病看護認定看護師等の育成支援など 

専門的な療養指導ができる人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．目 標  
 

指 標 現 状 ⇒ 目 標 

特定健康診査実施率 
※出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ 

51.5％ 
(令和 3 年度) ⇒ 70.0％ 

(令和 11 年度) 

特定保健指導実施率 
※出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ 

26.5％ 
(令和 3 年度) ⇒ 45.0％ 

(令和 11 年度) 

糖尿病性腎症による年間新規

透析導入患者数 
※出典：わが国の慢性透析療法の現況 

167人 
(令和 4 年) ⇒ 144人 

(令和 11 年) 

（特定健康診査実施の様子） （学校における食育の授業） 
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